
1．継続組織の前提に関する注記

該当事項はありません。

2．重要な会計方針

　　　  その他有価証券 

　　時価のあるもの・・・決算日の市場価額等に基づく時価法（売却原価は、移動平均法）によっている。

　　時価のないもの・・・移動平均法に基づく原価法によっている。

　      消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円）

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

投資有価証券－債券 1,200,338,831 210,737,076 100,388,777 1,310,687,130

投資有価証券－投資信託 3,093,472,025 333,750,283 2,937,076 3,424,285,232

投資有価証券－株式 2,478,043,954 877,331,593 107,800,000 3,247,575,547

6,771,854,810 1,421,818,952 211,125,853 7,982,547,909

積立基金　

　投資有価証券-債券 513,329,728 350,000,000 59,420,758 803,908,970

　投資有価証券-投資信託 566,065,409 20,946,141 149,916,870 437,094,680

　投資有価証券－株式 712,736,130 266,343,080 175,739,360 803,339,850

　定期預金 60,000,000 0 0 60,000,000

1,852,131,267 637,289,221 385,076,988 2,104,343,500

8,623,986,077 2,059,108,173 596,202,841 10,086,891,409

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円）

投資有価証券－債券 1,310,687,130 (0) (1,310,687,130) -

投資有価証券－投資信託 3,424,285,232 (0) (3,424,285,232) -

投資有価証券－株式 3,247,575,547 (0) (3,247,575,547) -

7,982,547,909 (0) (7,982,547,909) -

積立基金　

　投資有価証券－債券 803,908,970 (0) (803,908,970) -

　投資有価証券－投資信託 437,094,680 (0) (437,094,680) -

　投資有価証券－株式 803,339,850 (0) (803,339,850) -

　定期預金 60,000,000 (0) (60,000,000) -

2,104,343,500 (0) (2,104,343,500) -

10,086,891,409 (0) (10,086,891,409) -合　　計
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財務諸表に対する注記

公益財団法人　日立財団

　　　　（1）　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　（2）　消費税等の会計処理
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5．担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

6．保証債務等の偶発債務

　　　　　　　保証債務等の偶発債務はありません。該当する債務はありません。

7．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　　　補助金等はありません。

8．指定正味財産から一般正味財産への振替

指定正味財産から一般正味財産への振替はありません。

9．関連当事者との取引の内容

　　　　関連当事者との取引はありません。

10．金融商品の状況に関する事項

当財団は、公益目的事業及び法人運営の財源の相当部分を運用益によって賄うため、債券、株式、

デリバティブ取引等を組み込んだ複合金融商品により資産運用を行っている。

投資有価証券は、債券、株式、デリバティブ取引等を組み込んだ複合金融商品であり、発行体の信用

リスク、金利の変動リスク、為替の変動リスク及び株式等その他市場価格の変動リスクにさらされている。

債券及びデリバティブ取引等を組み込んだ複合金融商品については発行体の信用情報や時価の

情報を、株式については時価を定期的に把握し、資産運用の経過や結果ついて定期的に常務理事、

理事長、理事会に報告している。

11．重要な後発事象

　　　　該当事項はありません。

　　　　（1）　金融商品に対する取り組み方針

　　　　（2）　金融商品の内容及びリスク

　　　　（3）　金融商品のリスクにかかる管理体制
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